
 

 

 

川崎市基金条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和 ８ 年 ３ 月３１日   

 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市規則第１６号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

川崎市基金条例施行規則の一部を改正する規則 

川崎市基金条例施行規則（昭和４６年川崎市規則第１２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第４条第１号の表等々力陸上競技場整備基金の項中「等々力陸上競技場整備

基金」を「等々力緑地施設整備事業基金」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


